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新潟県総務部法務文書課 
 



入 札 に 関 す る 説 明 事 項 
 
１ 入札に付する事項 

 (1) 調達する役務の件名 

特定信書便業務 
 (2) 調達する役務の仕様等 

  新潟県庁から地域機関及び市町村に発する文書類の送達業務 

詳細は別紙業務仕様書のとおり 

 (3) 契約期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

 
２ 入札に参加する者に必要な資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申し立てがなされている者でな

いこと。 

(4) 民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申し立てがなされている者でな

いこと。 

(5) 本公告の日現在で、「民間事業者による信書の送達に関する法律」（平成14年法律第99号）第

２条第７項第１号に規定する役務の許可を有している者であること。 

(6) 新潟県内で別紙業務仕様書に定める業務を確実に履行できる体制があり、送達に係る事故そ

の他の緊急事態が発生した場合、仕様書に定める送達期限からおおむね２時間以内に、代替車

両により送達ができる者であること。 

(7) 入札説明書の交付を受け、入札参加資格を確認されたものであること。 

(8) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第２条第１号に規定する暴力団若しく

は同条第２号に規定する暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

 
３ 入札者に求められる義務 

(1) 入札に参加を希望する者は、次の資料を作成し、令和８年３月18日（水）午後５時までに後

記13の場所に提出しなければならない。 

ア 総務大臣に提出した許可申請書の写し（役務の提供区域がわかるもの） 

イ 特定信書便事業許可状の写し 

ウ 特定信書便業務入札参加資格確認書（第１号様式） 

(2) 入札者は上記(1)の提出書類について、入札執行日の前日までの間において、説明を求めら

れた場合は、これに応ずるものとする。 

(3) 審査結果 

提出資料に基づき審査を行い入札参加の可否を決定する。 

審査結果については、令和８年３月23日（月）午前９時から午後５時までに後記13に問い合 

わせること。 

 

４ 入札執行の日時及び場所 



  令和８年３月27日（金）午前９時00分 新潟県庁行政庁舎５階506会議室 

 
５ 入札及び開札の方法 

(1) 本人又は代理人が入札執行の日時及び場所に参集し、入札書（別添入札書の様式を使用し、 

封筒に入れ密封の上、封筒の表に、氏名、入札執行日、調達する役務の件名を記載する。） 

を提出すること。 

なお、代理人が入札に参加する場合は、入札時刻までに別添委任状を提出の上、入札書に代

理人の氏名を記載、委任状の使用印と同じ印鑑を押印すること。 

また、入札に参加する際、次のものを持参すること。 

・再入札に使用する印鑑 

(2) 入札執行の日時及び場所に参集できない場合は、本人が作成した一の入札書を封書の上、

後記13に定める場所を宛先とした配達証明付きの書留郵便（封筒を二重とし、外封筒に「入

札書在中」の朱書きをし、中封筒に調達する役務の件名及び入札執行日を記載する｡）により

令和８年３月26日（木）必着で郵送すること。 

(3) 入札は単価に発送予定数量を乗じた金額の合計金額で行うものとし、落札決定に当たっては、

入札書に記載された入札金額（消費税及び地方消費税抜）に当該金額の100分の10に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額（消費税及び地方消費税込）の110分の100

に相当する金額を入札書に記載すること。 

(4) 開札は、原則として入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 

 (5) 開札をした場合において、入札金額のうち新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号。以

下「規則」という。）第54条の規定に基づいて作成された予定価格（以下「予定価格」という。）

の範囲内の価格の入札がないときは、再入札を行うものとする。 

   なお、上記(2)に定める方法によって入札書を提出した者は再入札に参加することができ

ない。 

   また、後記６の各号に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。 

 (6) 再入札を行うこととなった場合は、初回入札結果公表後、入札執行職員が口頭で通知した時

刻に再入札書を提出すること。 

(7) 再入札は１回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の２第１項第８号の規定

により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者等と随

意契約の交渉を行うことがある。 

 

６ 入札の無効 

次の各号に該当する入札は、これを無効とする。 

(1) 本公告に示した日時までに入札書が提出されなかった入札 

(2) 本公告に定めた資格のない者が行った入札 

(3) 委任状の提出がなされていない代理人が行った入札 

(4) 同一の入札者が２以上の入札をしたときは、その全部の入札 

(5) 入札書の記載事項のうち、入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札 

(6) 入札者の押印をすべき場所に押印のない入札 

(7) 脅迫その他不正の行為によってした入札 

(8) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金



が後記11(1)の額に達しない者がした入札 

(9) その他入札に関する条件に違反した入札 

 
７ 落札者の決定方法 

(1) 予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引

かせて落札者を決定する。くじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札事務に関係

のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 

８ 契約書作成の要否 要 

 
９ 契約条項 

別添「特定信書便業務契約書（案）」による。 

 

10 暴力団等の排除 

 (1) 誓約書の提出 

   契約の締結に際しては、別紙「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。 

(2) 不当介入に対する通報報告 

  契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者（新潟県）へ

通報報告を行うこと。詳細は県のホームページ（下記アドレス）による。 

  https://www.pref.niigata.lg.jp/kenminseikatsu/1353967278060.html 

 
11 入札保証金及び契約保証金 

 (1) 入札保証金 

入札保証金は入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の５に相当する金額以

上の額を納付すること。 

ただし、規則第43条第１号に該当する場合は免除する。 

 (2) 契約保証金 

   契約保証金は契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。 

ただし、規則第44条第１号に該当する場合は免除する。 

 
12 支払条件 

当県が行う検査に合格した後、適正な請求書に基づいて支払う。 

 
13 問い合わせ先 

〒950－8570 新潟市中央区新光町４番地１ 

新潟県総務部法務文書課文書係 

電話番号 025－280－5018（直通） 



第１号様式 
特定信書便業務入札参加資格確認書  

 
令和  年  月  日  

              郵便番号  
              住所  
              ふりがな 
              商号又は名称  
               
              氏名（代表者氏名）  
               
                               電話番号 
              FAX番号   
１ 新潟県内の事業所の状況  

 ※県内に所在する事業所(支店･営業所等)の名称及び所在地を記載した一覧表及び  
  会社概要（パンフレット等）を添付すること。  

２ 自動車保有状況  

 ※各事業所ごとの保有自動車の種類及び台数を記載した一覧表を添付すること。  

３ 従業員の状況  

  ※各事業所ごとの従業員数を、ドライバー、営業職員、その他の従業員別に記載  
  した一覧表を添付すること。  

４ 事故その他緊急時の体制  
  ※送達に係る事故等発生時のバックアップ体制について、送達ルートごとに、代替  
  車両の台数、手配と送達にかかる時間を記載した非常時送達計画表を添付すること。 
  記載例  
 送達ルート  区間  代替車手配事業所  

（保有台数）  
手配・送達時間   

 新潟営業所  
 ～柏崎庁舎  
 ～上越庁舎  

 新潟～柏崎  新潟（○台）  ○分  
 柏崎～上越  上越（○台）  ○分  

 ○～○～○     ○～○         ○○  ○分  
   ○～○         ○○  ○分  

 
５ 本件業務専門の担当者（信書便業務の窓口責任者）  
  本件業務担当者   氏名  

 連絡先部署名  
 連絡先電話番号  
 連絡先FAX番号  

  担当者不在時の  
  代理者  

 氏名  
 連絡先部署名  
 連絡先電話番号  
 連絡先FAX番号  



特定信書便業務仕様書 

 
１ 業務内容  

新潟県の行政文書、帳票類、刊行物等（以下「文書類」という。）を、決められた日

に新潟県庁から新潟県の地域機関及び各市町村へ送達する特定信書便業務。  
(1) 送達先の範囲  

   別紙の地域機関及び市町村 計54か所    
(2) 送達物の形状  

   長さ・幅・厚さの合計が90㎝を超える専用の袋（箱は不可。以下「特定信書便専用

袋」という。）に封入した状態とする。当該送達物には、信書便法の定めに従い信書

便物であることの表示をすること。  
(3) 送達業務の方法  

   法務文書課で特定信書便専用袋に封入した文書類を、別紙２の令和７年度特定信書

便カレンダーに記載された集荷日の午後４時に、県庁２階の文書収発室にて集荷し、

翌日の午前中に上記(1)の宛先に送達する。集荷日の翌日が相手方の休業日となる場

合は、翌開庁日の午前中に送達する。 

(4) 送達予定数量（見込み）                        
      契約期間中の合計数量      ７，５３３個 

  （内訳） ５㎏まで        ７，３５７個  
       ５㎏超～10㎏まで      １６７個 

       10㎏超～20㎏まで        ８個  
       20㎏超～30㎏まで        １個 

(5) 事故等発生時の対応 

   送達が翌日の午後以降になるとき及び事故等発生の場合は、直ちに法務文書課に報

告し送達物の取扱いの指示を受けること。また、車両の故障その他により業務遂行が

困難になった場合は、代替車両などにより速やかに対応し、上記送達期限から概ね２

時間以内に送達業務を遂行すること。宛先確認ミスによる誤配が生じた場合も同様と

する。 

 
２ 物品の納入  
(1) 特定信書便専用袋（両面テープ付）を必要数用意すること。規格はおおむね次のと

おりとするが、詳細については法務文書課と打ち合わせることとする。  
・長さ     ４６ｃｍ以上（両面テープ折り返し部分除く。）  

   ・幅      ３３ｃｍ以上  
   ・厚さ     １５ｃｍ以上  

・両面テープ幅  ３ｃｍ以上  
(2) 宛先を明記した貼付用ラベル（伝票）を送達日数分用意し、別紙１－１（市町村１

～28）及び１－２（地域機関Ａ１～26）それぞれの番号順に１枚ずつ組み合わせ、１

組ごとにまとめること。  
(3) 納入日その他については、業務開始前に法務文書課と打ち合わせすることとする。 

    
３ 業務開始の日  
  令和８年４月１日（水）の集荷から 

 



  
特定信書便業務契約書（案） 

  

 新潟県（以下「甲」という。）と             （以下「乙」という。）とは、特定

信書便業務について、次のとおり契約を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 甲は、新潟県庁から地域機関及び市町村に発する文書類の送達業務（以下「業務」という。）

を、別紙業務仕様書により乙に依頼し、乙はこれを受託するものとする。 

 

 （契約期間） 

第２条 この契約の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月31日までとする。 

 

 （契約金額） 

第３条 契約の金額は、業務仕様書に定める信書便専用袋１袋あたりの単価契約とし、単価は量

目ごとに次の金額とする。契約金額には信書便専用袋、ラベル（印字込）及び本業務遂行に係

る諸経費一切を含める。 

５㎏まで                円（うち消費税相当額   円） 

５㎏超  ～  １０㎏まで      円（うち消費税相当額   円） 

１０㎏超 ～ ２０㎏まで       円（うち消費税相当額   円） 

２０㎏超 ～ ３０㎏まで      円（うち消費税相当額   円）     

 

 （業務の実施） 

第４条 乙は、業務仕様書に従い業務を行うものとする。 

 

 （契約代金の支払い） 

第５条 業務に係る代金は、月ごとの送達実績による実績払いとする。 

２ 乙は、毎月、量目ごとの送達実績を翌月の５日まで(３月分については３月31日まで)に甲に

報告し確認を受けたのち、請求書を提出する。 

３ 甲は、前項の請求書を受理してから30日以内に、乙に代金を支払う。 

 

 （契約の解除） 

第６条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除するものとする。 

（１）乙が特定信書便事業の許可を取り消されたとき。 

（２）乙の責めに帰すべき理由により、甲が求める業務に著しく障害が発生し契約期間中の業務

が円滑に継続できないと認められるとき。 

２ 甲は、前項に定める場合のほか、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除し、

又は打ち切ることができる。 

（１）その役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はそ

の支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この項において同じ。）が暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下

この項において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

（２）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団

をいう。以下この項において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認めら

れるとき。 

（３）その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え



る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。 

（４）その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接

的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（５）新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第２条第１号に規定する暴力団若し

くは同条第２号に規定する暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する

者でないこと。 

 

 （損害賠償） 

第７条 前条の規定による契約の解除又は乙の責に帰すべき事由により甲が損害を受けたとき

は、乙は、その損害を賠償しなければならない。 

２ 前項の損害の賠償に当たっては、甲は、次条の規定による契約保証金をこれに充てることが

できる。この場合において、なお不足があるときは、乙はその不足額を賠償し、残額があると

きは、甲はその残額を返還するものとする。 

 

 （契約保証金） 

第８条 契約保証金は、落札金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県

財務規則（昭和57年新潟県規則第10号）第44条第１号に該当する場合は免除する。 

２ 前項の契約保証金（以下「契約保証金」という｡)には、利息を付さないものとする。 

３ 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、契約保証金を乙の請求により遅滞なく

乙に還付するものとする。 

４ 契約保証金は、前条に定める損害賠償の額の予定又はその一部と解釈しないものとする。 

 

 （定めのない事項） 

第９条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定

めるものとする。 

 

 

 この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

 

 令和８年４月１日 

 

                                   新潟市中央区新光町４番地１ 

                        甲    新 潟 県 

                   代表者 新潟県知事  花 角  英 世 

 

 

 

 

                              乙       

                                       

 



 

入  札  書  

 
 
１ 件名      特定信書便業務   
 
 
２ 履行期間    令和８年４月１日から令和９年３月31日まで  
 
 
３ 履行場所      新潟市中央区新光町４番地１ 新潟県庁及び各送達先  
 
 
４ 入札金額       \                               
 
   (内訳) 

区分 数量 単 価 金 額 

５㎏まで ７，３５７   

５㎏超～10㎏ １６７   

10㎏超～20㎏ ８   

20㎏超～30㎏ １   

計 ７，５３３  円 

（注１）区分ごとに単価及び金額を記入し、合計金額を算出すること。（消費税及び地方消費税を除く。） 

（注２）必ず20㎏超～30㎏の区分の単価及び金額も記載すること。 

 
 
５ 入札保証金   \                
 
 
   新潟県財務規則及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札します。 

 

   令和  年  月  日 

 

 

                                所在地 

 

                商号又は名称 

 

                                職氏名                                印 

 

                                （委任状提出の場合は受任者名） 

                                                                    （印） 

 

   新潟県知事  花 角  英 世  様



 

委  任  状 

 

 

 

                      （受任者） 所在地 

 

商号又は名称 

 

                                 職氏名                                 
 

 

 

 

 私は、上記の者を代理人と定め、下記事項を処理する権限を委任します。 

 

 

  令和  年  月  日 

 

 

 

                    （委任者） 所在地 

 

商号又は名称 

 

                                 職氏名                        印         
 

 

 

 

 

１ 委任事項 

  令和８年３月27日に行われる当社（店）の入札（見積）に関する一切の事務 

 

２ 受任者の使用印鑑 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



暴力団等の排除に関する誓約書 

                             令和 年 月 日 

甲  新潟県知事  殿 

    

                乙  住所 

                   商号又は名称 

                   代表者又は 

代理人職・氏名            印  

 

 

私は、新潟県と特定信書便業務契約を締結し、その債務を履行するに際し、次の事項を

誓約します。 

 

１ 自社（受注者が個人である場合にはその者）又は自社の役員等（法人である場合は役

員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいい、法人

以外の団体である場合は代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。）

は、契約締結から履行が完了するまでの間、次のいずれにも該当することはありません。 

（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以

下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（３）暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者 

（４）自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者  

（５）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は

積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

（６）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

（７）（３）から（６）に掲げる者のほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ

き関係を有する者  

 

２ １の誓約事項に虚偽の内容があった場合又は以下（１）若しくは（２）に該当する場

合には、新潟県に契約の解除権及びこれに伴う損害賠償請求権が生じることを認めま

す。 

（１）下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が１（１）

～（７）のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認めら

れるとき。 

(２) 乙が、１（１）～（７）のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購

入契約その他の契約の相手方としていた場合（２（１）に該当する場合を除く｡)に、

甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 
 


